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                              資料１  

 

次期総合計画検討委員会の設置について 

 

 

１ 名称 

   次期総合計画検討委員会 

 

２ 目的 

  次期総合計画の策定に関し、調査、研究及び協議を行う。 

 

３ 構成 

 (1) 定数８人 選出基準は会派人数に応じ比例按分とする。ただし、正副議

長はオブザーバー参加とする。 

   会派のぞみ４人 ：竹村圭史、木下德康、熊谷泰人、中島武津雄 

   日本共産党１人 ：小倉高広 

   会派みらい１人 ：福沢 清 

   公明党１人   ：林 幸次 

   市民パワー１人 ：清水可晴 

 (2) 正副委員長は、委員会において互選とする。ただし、正副委員長は、申

し合わせにより、他の委員会等の、委員長又は副委員長の職と兼ねること

ができないを準用する。（指名推選） 

 

４ 理事者側出席者 

    総合政策部長、企画課長 

 

５ 位置付け 

  飯田市議会会議規則第 159 条の規定による協議又は調整を行うための場と

位置づける 

 

６ 設置の期間 

  平成 28 年３月 18日から協議終了まで 

 

７ 留意事項 

 (1) 検討委員会で協議した事項については、全員協議会では取り扱わない。 

ただし、協議事項において、全員協議会で協議が必要と議長が判断した

場合は、検討委員会で協議せず、全員協議会での協議とする。 

 (2) しかるべき時期に本会議による議決を経て、特別委員会へ移行する。 


